
 

 
共済契約対象施設等の一部について廃止し若しくは休止し、又は経営を移管したときは、速やかに、

「共済契約対象施設等一部廃止等届」を提出してください。 

本届を提出する必要がある場合は、当該施設・事業の廃止等を行った後においても他に社会福祉
施設等又は特定介護保険施設等を経営している場合となります。 

社会福祉施設等及び特定介護保険施設等のすべての施設を経営しなくなる場合は、「社会福祉施設
等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」（約款様式第４号）をご参照ください。 
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